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は
じ
め
に

総
務
省
は
、
行
政
組
織
、
公
務
員
制

度
、
地
方
行
財
政
、
選
挙
、
消
防
防
災
、

情
報
通
信
、
郵
政
事
業
な
ど
、
国
家
の

基
本
的
仕
組
み
に
か
か
わ
る
諸
制
度
、

国
民
の
経
済
・
社
会
活
動
を
支
え
る
基

本
的
シ
ス
テ
ム
を
所
管
し
、
国
民
生
活

の
基
盤
に
広
く
か
か
わ
る
省
で
す
。

今
日
の
我
が
国
を
取
り
巻
く
内
外
の

厳
し
い
情
勢
の
下
で
、
社
会
経
済
シ
ス

テ
ム
の
改
革
等
を
進
め
、
二
十
一
世
紀

の
我
が
国
の
新
た
な
発
展
基
盤
を
整

備
・
構
築
す
る
こ
と
が
強
く
求
め
ら
れ

て
い
ま
す
。
こ
の
た
め
、
総
務
省
で
は
、

国
・
地
方
・
民
間
の
適
切
な
役
割
分
担

に
基
づ
き
つ
つ
、
行
政
改
革
の
推
進
、

行
政
情
報
の
公
開
の
推
進
、
地
方
分
権

の
一
層
の
推
進
、
地
方
税
財
源
の
充
実

確
保
、
市
町
村
合
併
の
推
進
、
地
域
の

活
性
化
、
国
民
の
安
全
の
確
保
、
情
報

通
信
の
高
度
化
と
い
っ
た
取
組
を
重
点

的
に
推
進
し
て
い
き
ま
す
。

こ
れ
ら
を
達
成
す
る
た
め
に
、
総
務

省
に
は
、
大
臣
官
房
及
び
十
局
が
置
か

れ
る
と
と
も
に
、
外
局
と
し
て
、
競
争

政
策
を
担
う
公
正
取
引
委
員
会
、
公
害

紛
争
の
あ
っ
せ
ん
、
調
停
、
仲
裁
、
裁

定
等
を
行
う
公
害
等
調
整
委
員
会
、
消

防
行
政
を
担
う
消
防
庁
、
郵
政
事
業
を

実
施
す
る
郵
政
事
業
庁
（
平
成
十
五
年

中
に
郵
政
公
社
化
）
が
置
か
れ
ま
す
。

な
お
、
総
務
省
の
施
設
等
機
関
の
う

ち
、
通
信
総
合
研
究
所
及
び
消
防
研
究

所
が
平
成
十
三
年
四
月
に
、
統
計
セ
ン

タ
ー
が
平
成
十
五
年
四
月
に
、
そ
れ
ぞ

れ
独
立
行
政
法
人
化
さ
れ
ま
す
。

人
事
・
恩
給
局

●
人
事
行
政
の
推
進

人
事
・
恩
給
局
は
、
全
政
府
的
観
点

に
立
っ
た
国
家
公
務
員
の
人
事
行
政
を

推
進
す
る
た
め
、
政
府
部
内
の
人
事
管

理
の
基
本
方
針
を
定
め
、
人
事
管
理
に

関
す
る
総
合
調
整
を
行
う
と
と
も
に
、

国
家
公
務
員
合
同
初
任
研
修
を
は
じ
め

と
す
る
各
種
の
啓
発
事
業
を
実
施
し
て

い
ま
す
。

ま
た
、
時
代
の
変
化
に
対
応
し
た
国

家
公
務
員
制
度
及
び
運
用
の
在
り
方
に

つ
い
て
の
全
般
的
な
見
直
し
に
取
り
組

む
と
と
も
に
、
国
家
公
務
員
の
給
与
改

定
、
労
働
時
間
の
短
縮
な
ど
勤
務
条
件

の
改
善
に
努
め
る
ほ
か
、
国
家
公
務
員

の
高
齢
対
策
に
関
す
る
事
務
、
退
職
手

当
に
関
す
る
事
務
、
服
務
規
律
の
確
保

に
関
す
る
事
務
、
福
利
厚
生
に
関
す
る

事
務
な
ど
を
行
っ
て
い
ま
す
。

●
恩
給
行
政
の
推
進

恩
給
は
、
我
が
国
で
最
も
古
い
年
金

制
度
で
、
旧
軍
人
等
の
公
務
員
が
相
当

年
限
勤
務
し
て
退
職
し
た
場
合
、
公
務

に
よ
る
傷
病
の
た
め
に
退
職
し
た
場
合

又
は
公
務
の
た
め
に
死
亡
し
た
場
合
に

本
人
又
は
そ
の
遺
族
に
支
給
さ
れ
る
も

の
で
す
。
恩
給
は
、
現
在
な
お
約
百
五

十
一
万
人
の
方
々
の
生
活
の
支
え
と
な

っ
て
い
ま
す
。

人
事
・
恩
給
局
は
、
受
給
者
の
処
遇

の
改
善
な
ど
恩
給
行
政
の
充
実
に
取
り

組
ん
で
い
ま
す
。

行
政
管
理
局

行
政
管
理
局
で
は
、
二
十
一
世
紀
の

我
が
国
の
経
済
社
会
を
自
律
的
な
個
人

を
基
礎
と
し
た
、
よ
り
自
由
か
つ
公
正

な
も
の
と
す
る
た
め
、
こ
れ
ま
で
の
行

政
の
組
織
・
制
度
の
在
り
方
、
行
政
と

国
民
と
の
関
係
な
ど
を
抜
本
的
に
見
直

し
、
新
た
な
行
政
シ
ス
テ
ム
を
構
築
す

べ
く
、
行
政
改
革
を
計
画
的
に
推
進
し

て
い
ま
す
。

●
行
政
改
革
の
推
進

昨
年
十
二
月
に
閣
議
決
定
さ
れ
た

「
行
政
改
革
大
綱
」
に
基
づ
い
て
、
特
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殊
法
人
等
の
改
革
、規
制
改
革
の
推
進
、

電
子
政
府
の
実
現
な
ど
の
諸
課
題
に
取

り
組
ん
で
い
ま
す
。

●
機
構
・
定
員
等
の
管
理

行
政
機
構
・
定
員
の
膨
張
を
抑
制
し

つ
つ
、
行
政
需
要
の
変
化
に
対
応
し
て

い
く
た
め
、
定
員
削
減
計
画
の
実
施
や

機
構
・
定
員
の
審
査
を
通
じ
、
簡
素
で

効
率
的
な
行
政
組
織
づ
く
り
、
厳
正
な

定
員
管
理
を
行
い
、
そ
の
適
正
配
置
を

図
っ
て
い
ま
す
。

●
行
政
の
情
報
化

行
政
サ
ー
ビ
ス
の
向
上
等
を
図
る
た

め
、
行
政
情
報
化
推
進
基
本
計
画
等
に

基
づ
い
て
、
行
政
情
報
の
電
子
的
提
供

や
申
請
・
届
出
等
手
続
の
電
子
化
な
ど

を
推
進
し
て
い
ま
す
。

●
行
政
情
報
の
公
開

国
民
に
対
し
政
府
の
説
明
責
任
を
全

う
す
る
観
点
か
ら
、
行
政
機
関
の
保
有

す
る
情
報
の
公
開
に
関
す
る
法
律
（
情

報
公
開
法
）
が
本
年
四
月
一
日
に
施
行

さ
れ
ま
す
。
ま
た
、
特
殊
法
人
等
の
情

報
公
開
に
つ
い
て
も
、現
在
、法
案
の
立

案
作
業
を
進
め
て
い
る
と
こ
ろ
で
す
。

行
政
評
価
局

行
政
評
価
局
は
、政
策
評
価
の
円
滑
、

着
実
な
実
施
、
行
政
評
価
・
監
視
、
行

政
相
談
な
ど
の
実
施
を
通
じ
、
国
民
の

立
場
に
立
っ
た
効
果
的
・
効
率
的
な
行

政
の
実
現
を
目
指
し
ま
す
。

●
政
策
評
価

・
政
策
評
価
制
度
の
基
本
的
事
項
の
企

画
立
案
、
政
府
の
政
策
評
価
白
書
の
作

成
、
政
策
評
価
に
関
す
る
統
一
研
修
な

ど
を
行
い
ま
す
。

・
各
府
省
の
政
策
の
統
一
的
・
総
合
的

な
評
価
や
、
各
府
省
の
政
策
評
価
の
客

観
性
な
ど
を
担
保
す
る
た
め
の
評
価
を

行
い
ま
す
。

●
行
政
評
価
・
監
視
の
実
施

各
行
政
機
関
の
業
務
の
実
施
状
況
を

評
価
・
監
視
し
、
改
善
方
策
の
勧
告
を

行
い
ま
す
。

●
政
策
評
価
・
独
立
行
政
法
人
評
価
委

員
会
の
事
務
局

総
務
省
の
政
策
評
価
と
、
各
府
省
の

独
立
行
政
法
人
評
価
の
客
観
性
を
確
保

す
る
機
能
を
担
う
「
政
策
評
価
・
独
立

行
政
法
人
評
価
委
員
会
」
の
事
務
局
機

能
を
担
い
ま
す
。

●
行
政
相
談
の
実
施

行
政
評
価
局
（
本
省
・
出
先
）
の
窓

口
、
行
政
相
談
委
員
（
全
国
に
約
五
千

人
を
配
置
）
な
ど
を
通
じ
て
、
国
の
行

政
全
般
に
つ
い
て
の
国
民
の
苦
情
を
受

け
付
け
、
公
正
・
中
立
の
立
場
か
ら
必

要
な
あ
っ
せ
ん
を
行
い
、
迅
速
な
解
決

の
促
進
を
図
り
ま
す
。

自
治
行
政
局

自
治
行
政
局
は
、
四
課
二
部
で
構
成

さ
れ
て
い
ま
す
。

四
課
の
主
な
業
務
は
、
地
方
公
共
団

体
の
組
織
・
運
営
に
関
す
る
制
度
、
地

方
行
政
に
関
す
る
政
府
内
の
調
整
、
市

町
村
合
併
、地
方
に
お
け
る
行
政
改
革
、

住
民
基
本
台
帳
制
度
、
地
方
自
治
に
関

す
る
基
本
的
な
政
策
、
地
域
振
興
に
関

す
る
政
策
、
地
方
公
共
団
体
の
情
報
化

な
ど
で
す
。

二
部
の
主
な
業
務
は
、
公
務
員
部
は

地
方
公
務
員
制
度
、
選
挙
部
は
選
挙
制

度
、
政
治
資
金
制
度
な
ど
で
す
。

地
方
分
権
が
実
行
の
段
階
を
迎
え
、

住
民
に
身
近
な
総
合
的
な
行
政
サ
ー
ビ

ス
を
提
供
す
る
市
町
村
の
役
割
は
、
今

後
ま
す
ま
す
重
要
な
も
の
に
な
っ
て
き

ま
す
。
こ
う
し
た
中
、
住
民
の
立
場
に

立
っ
て
、
市
町
村
の
行
政
サ
ー
ビ
ス
を

維
持
し
、
向
上
さ
せ
る
と
と
も
に
、
行

政
と
し
て
の
規
模
の
拡
大
や
効
率
化
を

図
る
と
い
う
観
点
か
ら
、
市
町
村
合
併

を
よ
り
一
層
積
極
的
に
推
進
す
る
こ
と

が
必
要
で
す
。

平
成
十
三
年
の
参
議
院
通
常
選
挙
か

ら
、
参
議
院
比
例
代
表
選
挙
が
「
非
拘

束
名
簿
式
比
例
代
表
制
」
と
な
り
、
候

補
者
名
で
も
政
党
名
で
も
投
票
で
き
る

よ
う
に
な
る
な
ど
の
改
正
が
行
わ
れ
ま

し
た
の
で
、
周
知
啓
発
、
実
際
の
選
挙

の
管
理
執
行
に
つ
い
て
万
全
を
期
し
て

ま
い
り
た
い
と
考
え
て
い
ま
す
。

自
治
財
政
局

自
治
財
政
局
の
主
な
業
務
は
、
地
方

財
政
制
度
、
地
方
財
政
計
画
、
地
方
交

付
税
、
地
方
債
、
当
せ
ん
金
付
証
票
、

公
営
競
技
、
地
方
公
営
企
業
、
地
方
公

共
団
体
の
財
政
再
建
、
特
定
地
域
に
関

す
る
財
政
措
置
、
地
方
財
政
に
関
す
る

調
査
・
研
究
・
統
計
、
地
方
公
共
団
体

の
財
政
負
担
に
関
す
る
関
係
行
政
機
関

等
と
の
調
整
な
ど
で
す
。

私
た
ち
の
生
活
に
密
接
に
関
連
す
る

行
政
サ
ー
ビ
ス
の
約
三
分
の
二
は
地
方

公
共
団
体
が
行
っ
て
お
り
、
地
方
財
政

全
体
の
規
模
は
平
成
十
二
年
度
で
約
八

十
九
兆
円
に
達
す
る
な
ど
、
地
方
財
政

は
国
の
財
政
と
並
ぶ
車
の
両
輪
と
し

て
、
極
め
て
重
要
な
地
位
を
占
め
て
い

時の動き●2001.1
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ま
す
。

さ
ら
に
今
後
は
、地
方
分
権
の
推
進
、

介
護
保
険
制
度
の
実
施
な
ど
少
子
・
高

齢
社
会
へ
の
対
応
等
に
よ
り
、
地
方
公

共
団
体
が
担
う
べ
き
役
割
は
ま
す
ま
す

大
き
く
な
り
、
こ
れ
に
対
す
る
財
政
措

置
、
地
方
税
財
源
の
充
実
確
保
が
重
要

な
課
題
と
な
っ
て
い
ま
す
。
地
方
公
共

団
体
が
、
そ
の
膨
大
な
仕
事
を
ス
ム
ー

ズ
に
行
う
た
め
、
地
方
交
付
税
や
地
方

債
な
ど
財
政
的
な
面
か
ら
支
援
す
る
な

ど
の
役
割
を
担
う
と
と
も
に
、
大
幅
な

財
源
不
足
が
生
じ
て
い
る
現
在
の
厳
し

い
地
方
財
政
状
況
の
下
に
お
い
て
は
、

地
方
財
政
計
画
の
策
定
を
通
じ
て
、
地

方
財
政
の
健
全
化
の
先
導
役
を
果
た
し

て
い
き
ま
す
。

自
治
税
務
局

自
治
税
務
局
で
は
、
地
方
税
制
度
、

地
方
譲
与
税
制
度
、
国
有
資
産
等
所
在

市
町
村
交
付
金
・
国
有
提
供
施
設
等
所

在
市
町
村
交
付
金
制
度
、
法
定
外
普
通

税
・
法
定
外
目
的
税
に
係
る
協
議
及
び

同
意
な
ど
の
業
務
を
行
っ
て
い
ま
す
。

地
方
公
共
団
体
の
提
供
す
る
サ
ー
ビ

ス
は
、
基
本
的
に
は
そ
の
地
域
に
暮
ら

し
、
活
動
し
、
消
費
し
て
い
る
個
人
、

法
人
に
負
担
を
お
願
い
す
る
税
で
ま
か

な
う
べ
き
で
す
が
、
実
際
の
歳
出
規
模

と
地
方
税
収
入
に
は
、
大
き
な
乖
離

か
い
り

が

あ
り
ま
す
。

国
と
地
方
の
歳
出
純
計
に
占
め
る
地

方
の
歳
出
の
割
合
は
約
三
分
の
二
で
あ

る
の
に
対
し
、
租
税
総
額
に
占
め
る
地

方
税
の
割
合
は
約
四
割
で
あ
り
、
こ
の

乖
離
を
で
き
る
だ
け
縮
小
す
る
観
点
に

立
っ
て
、
所
得
・
消
費
・
資
産
等
の
間

に
お
け
る
均
衡
が
と
れ
た
国
・
地
方
を

通
ず
る
税
体
系
の
在
り
方
等
を
踏
ま
え

な
が
ら
、
税
源
の
偏
在
性
が
少
な
く
税

収
の
安
定
性
を
備
え
た
地
方
税
体
系
の

構
築
が
重
要
で
す
。
そ
の
際
、
都
道
府

県
と
市
町
村
の
役
割
や
現
状
を
踏
ま
え

た
税
源
配
分
の
バ
ラ
ン
ス
に
つ
い
て
も

考
慮
す
べ
き
課
題
で
す
。

こ
の
た
め
に
は
、
ま
ず
、
法
人
事
業

税
へ
の
外
形
標
準
課
税
の
早
期
導
入
の

取
組
を
行
う
と
と
も
に
、
併
せ
て
、
個

人
住
民
税
、
地
方
消
費
税
、
固
定
資
産

税
の
主
要
三
税
目
の
充
実
確
保
等
を
図

る
必
要
が
あ
り
ま
す
。

情
報
通
信
政
策
局

情
報
通
信
政
策
局
は
、「
情
報
そ
の

も
の
（
コ
ン
テ
ン
ツ
）」
及
び
「
情
報
の

電
磁
的
流
通
の
利
用
」
を
確
保
及
び
振

興
す
る
観
点
か
ら
、
主
に
、
①
情
報
の

電
磁
的
流
通
の
規
律
及
び
振
興
に
関
す

る
総
合
的
な
政
策
の
企
画
、
立
案
、
推

進
、
②
放
送
業
・
有
線
放
送
業
の
発

達
、
改
善
、
調
整
、
③
情
報
の
電
磁
的

流
通
及
び
電
波
の
利
用
に
関
す
る
技
術

の
研
究
及
び
開
発
等
に
関
す
る
事
務
を

所
掌
し
、
旧
郵
政
省
通
信
政
策
局
と

放
送
行
政
局
の
機
能
を
基
本
と
す
る

局
で
す
。

情
報
通
信
政
策
の
総
合
的
推
進
と
し

て
、
具
体
的
に
は
、
将
来
の
情
報
通
信

ビ
ジ
ョ
ン
の
策
定
、
世
界
最
先
端
の
イ

ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
技
術
の
開
発
、
情
報
通

信
ベ
ン
チ
ャ
ー
企
業
に
対
す
る
助
成
や

イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
上
を
流
通
す
る
コ
ン

テ
ン
ツ
の
振
興
な
ど
の
情
報
通
信
産
業

の
支
援
、
情
報
通
信
技
術
の
規
格
の
策

定
な
ど
、
幅
広
い
施
策
を
展
開
し
て
い

ま
す
。

ま
た
、
地
上
放
送
の
デ
ジ
タ
ル
化
を

円
滑
に
進
め
る
た
め
の
環
境
整
備
の
推

進
、
衛
星
デ
ジ
タ
ル
放
送
の
発
展
及
び

普
及
促
進
、
ケ
ー
ブ
ル
テ
レ
ビ
の
光

化
・
デ
ジ
タ
ル
化
な
ど
の
高
度
化
に
努

め
て
い
る
ほ
か
、
放
送
シ
ス
テ
ム
全
体

の
高
度
化
に
向
け
た
幅
広
い
技
術
開

発
、
多
様
で
良
質
な
放
送
コ
ン
テ
ン
ツ

を
豊
富
に
提
供
す
る
た
め
の
環
境
整
備

な
ど
を
積
極
的
に
推
進
し
て
い
ま
す
。

ほ
か
に
も
、
年
齢
や
障
害
面
で
の
デ

ジ
タ
ル
・
デ
ィ
バ
イ
ド
の
解
消
に
向

け
、
高
齢
者
・
障
害
者
も
含
め
だ
れ
も

が
情
報
通
信
の
利
便
を
享
受
で
き
る
よ

う
、
情
報
バ
リ
ア
フ
リ
ー
環
境
の
整
備

の
た
め
の
施
策
を
推
進
し
た
り
、
遠
隔

地
の
勤
務
環
境
下
で
の
情
報
共
有
な
ど

が
可
能
な
Ｓ
Ｏ
Ｈ
Ｏ
・
テ
レ
ワ
ー
ク
に

つ
い
て
そ
の
普
及
に
資
す
る
情
報
通
信

シ
ス
テ
ム
を
開
発
し
た
り
す
る
こ
と
等

に
よ
っ
て
促
進
を
図
る
と
と
も
に
、
教

育
に
お
け
る
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
の
利
用

の
推
進
に
つ
い
て
も
積
極
的
に
取
り
組

ん
で
い
ま
す
。

総
合
通
信
基
盤
局

総
合
通
信
基
盤
局
は
、
情
報
の
電
磁

的
流
通
に
関
す
る
基
盤
を
確
保
及
び
増

進
さ
せ
る
観
点
か
ら
、
主
に
、
①
情
報

の
電
磁
的
流
通
の
た
め
の
有
線
又
は
無

線
の
施
設
の
設
置
及
び
使
用
の
規
律
、

②
電
気
通
信
業
の
発
達
、
改
善
、
調
整
、

③
周
波
数
の
割
当
て
及
び
電
波
の
監
督

管
理
（
放
送
に
係
る
無
線
局
免
許
関
係
事

務
を
除
く
）
等
を
所
掌
事
務
と
し
、
旧
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郵
政
省
電
気
通
信
局
及
び
大
臣
官
房
国

際
部
（
情
報
通
信
に
関
連
す
る
も
の
）
の

機
能
を
基
本
と
す
る
局
で
す
。

同
局
に
は
三
つ
の
部
（
電
気
通
信
事

業
部
、
電
波
部
、
国
際
部
）
が
置
か
れ

ま
す
。

電
気
通
信
事
業
の
秩
序
あ
る
発
展
の

た
め
に
、
公
正
な
競
争
の
基
盤
整
備
に

努
め
、
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
の
更
な
る
普

及
・
高
度
化
を
図
る
た
め
、
イ
ン
タ
ー

ネ
ッ
ト
通
信
料
金
の
定
額
制
の
導
入
促

進
、
高
速
で
安
全
・
信
頼
性
の
高
い
サ

ー
ビ
ス
の
促
進
に
取
り
組
ん
で
い
ま

す
。ま

た
、
最
近
の
技
術
革
新
を
背
景
に

新
た
な
電
波
メ
デ
ィ
ア
の
開
発
が
求
め

ら
れ
て
お
り
、
高
精
細
な
動
画
像
伝
送

を
含
む
マ
ル
チ
メ
デ
ィ
ア
モ
バ
イ
ル
通

信
を
実
現
す
る
第
四
世
代
移
動
通
信
シ

ス
テ
ム
、
車
の
動
く
オ
フ
ィ
ス
化
も
可

能
と
す
る
高
度
道
路
交
通
シ
ス
テ
ム

（
Ｉ
Ｔ
Ｓ
）、
障
害
や
災
害
に
強
い
次
世

代
無
線
ア
ク
セ
ス
シ
ス
テ
ム
及
び
高
速

デ
ー
タ
・
画
像
通
信
等
の
多
数
の
ア
プ

リ
ケ
ー
シ
ョ
ン
が
利
用
可
能
と
な
る
成

層
圏
プ
ラ
ッ
ト
フ
ォ
ー
ム
等
の
研
究
開

発
、
導
入
促
進
な
ど
に
積
極
的
に
取
り

組
ん
で
い
ま
す
。

ほ
か
に
も
、
ア
ジ
ア
・
太
平
洋
電
気

通
信
共
同
体
（
Ａ
Ｐ
Ｔ
）
や
ア
ジ
ア
太

平
洋
経
済
協
力
（
Ａ
Ｐ
Ｅ
Ｃ
）
等
に
お

け
る
活
動
を
通
じ
て
、
情
報
通
信
ネ
ッ

ト
ワ
ー
ク
の
整
備
や
人
材
育
成
な
ど
に

対
す
る
支
援
を
積
極
的
に
行
っ
て
い
ま

す
。郵

政
企
画
管
理
局

郵
政
事
業
に
つ
い
て
は
、
政
策
の
企

画
立
案
機
能
と
実
施
機
能
を
分
離
し
て

そ
れ
ぞ
れ
の
機
能
を
高
度
化
す
る
と
の

中
央
省
庁
等
改
革
の
基
本
方
針
に
基
づ

い
て
、
企
画
立
案
及
び
管
理
を
所
掌
す

る
内
部
部
局
と
し
て
の
郵
政
企
画
管
理

局
と
、
実
施
事
務
を
所
掌
す
る
外
局
と

し
て
の
郵
政
事
業
庁
に
再
編
成
さ
れ
ま

し
た
。

郵
政
企
画
管
理
局
に
お
い
て
は
、
郵

便
法
、
郵
便
貯
金
法
、
簡
易
生
命
保
険

法
な
ど
の
郵
政
事
業
に
関
す
る
制
度
の

立
案
、
商
品
・
サ
ー
ビ
ス
の
企
画
、
郵

政
事
業
に
携
わ
る
職
員
の
人
事
に
関
す

る
基
本
的
事
項
の
企
画
及
び
立
案
、
郵

政
三
事
業
の
特
別
会
計
の
経
理
、
郵
便

局
設
置
の
基
本
的
計
画
の
作
成
な
ど
を

行
う
と
と
も
に
、
郵
政
事
業
庁
が
達
成

す
べ
き
目
標
の
設
定
、
そ
の
目
標
に
対

す
る
実
績
の
評
価
・
公
表
も
行
い
ま

す
。ま

た
、
全
国
津
々
浦
々
に
設
置
さ
れ

た
郵
便
局
を
通
じ
て
、
郵
便
・
郵
便
貯

金
・
簡
易
保
険
と
い
う
基
本
サ
ー
ビ
ス

の
効
率
的
な
提
供
と
と
も
に
、
種
々
の

地
域
貢
献
施
策
に
取
り
組
ん
で
い
ま
す
。

例
え
ば
、
過
疎
地
域
に
お
け
る
高
齢

者
が
安
心
し
て
暮
ら
せ
る
地
域
社
会
づ

く
り
に
資
す
る
た
め
、
在
宅
福
祉
サ
ー

ビ
ス
を
支
援
す
る
「
ひ
ま
わ
り
サ
ー
ビ

ス
」
を
推
進
し
た
り
、
ま
た
、
郵
便
局

に
お
い
て
住
民
票
の
写
し
等
の
交
付
請

求
や
登
記
簿
謄
抄
本
の
交
付
請
求
と
い

っ
た
行
政
サ
ー
ビ
ス
の
取
扱
い
を
行
っ

た
り
す
る
な
ど
地
域
の
生
活
に
密
着
し

た
ワ
ン
ス
ト
ッ
プ
サ
ー
ビ
ス
を
実
施
し

て
い
ま
す
。

統
計
局
・
統
計
セ
ン
タ
ー

政
府
統
計
は
、
国
民
経
済
や
国
民
生

活
の
向
上
に
欠
く
こ
と
の
で
き
な
い
基

礎
資
料
で
あ
り
、
行
政
施
策
の
「
羅
針

盤
」と
し
て
の
役
割
を
持
っ
て
い
ま
す
。

Ｉ
Ｔ
（
情
報
技
術
）
に
代
表
さ
れ
る
情

報
化
の
進
展
等
社
会
経
済
の
急
速
な
変

化
に
伴
っ
て
、
そ
の
重
要
性
は
ま
す
ま

す
増
大
し
て
い
ま
す
。

統
計
局
は
、
国
の
中
枢
的
な
統
計
機

関
と
し
て
、
社
会
・
経
済
の
変
化
に
対

応
し
た
政
府
統
計
体
系
の
整
備
、
報
告

者
負
担
の
軽
減
な
ど
統
計
に
関
す
る
企

画
・
総
合
調
整
を
行
い
、
政
府
全
体
を

通
じ
た
効
率
的
・
効
果
的
な
統
計
行
政

を
推
進
し
て
い
ま
す
。
ま
た
、
我
が
国

の
統
計
に
関
す
る
対
外
的
な
窓
口
と
し

て
国
際
統
計
事
務
を
統
括
す
る
と
と
も

に
、
統
計
技
術
に
関
す
る
国
際
協
力
を

推
進
し
て
い
ま
す
。

さ
ら
に
、
二
大
セ
ン
サ
ス
と
い
わ
れ

て
い
る
国
勢
調
査
や
事
業
所
・
企
業
統

計
調
査
を
は
じ
め
、
毎
月
実
施
し
て
い

る
労
働
力
調
査
や
家
計
調
査
、
消
費
者

物
価
指
数
（
Ｃ
Ｐ
Ｉ
）
等
の
国
の
基
本

的
な
統
計
調
査
を
企
画
・
実
施
し
、
多

様
化
・
高
度
化
す
る
利
用
者
の
ニ
ー
ズ

に
こ
た
え
る
た
め
統
計
情
報
の
多
角
的

な
利
用
を
推
進
し
て
い
ま
す
。

統
計
セ
ン
タ
ー
は
、
政
府
統
計
の
中

央
集
計
セ
ン
タ
ー
と
し
て
の
役
割
を
果

た
し
て
い
る
ほ
か
、
統
計
の
作
成
、
分

析
、
利
用
な
ど
に
つ
い
て
研
究
を
行
う

と
と
も
に
、
国
、
地
方
公
共
団
体
等
の

職
員
を
対
象
と
し
て
統
計
に
関
す
る
専

門
的
な
研
修
を
行
っ
て
い
ま
す
。

（
総
務
省
）
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